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生活援助中心型の訪問介護サービス利用判定のフローチャート

訪問介護サービスのうち、同居家族がいる方への生活援助は原則提供することができません。

ただし、

（１）利用者の家族等が障害や疾病の場合

（２）利用者の家族等に障害や疾病がなくてもやむを得ない事情により家事が困難な場合で、ご家族
の状況等を確認したうえで、利用が可能となる場合があります。

▼ 下記のフローチャートを参考に判断してください。

どのような生活援助サービスが必要かを検討
したうえで、その行為を自分で行うことができ
ますか？

同居家族がいますか？
（同居家族には、２世帯住宅や同一敷地内の
離れにいる場合も含みます。）

家族に、障害や疾病がありますか？
（単に障害・疾病があるだけではなく、そのこ
とにより家事ができない状態であるかどうかを
確認してください。）

サービスの提供が自立の妨げとならず、介護保険で給付されるサービスとして適切です
か？

☆適切なサービス内容と、適切なサービス量を充分に検討し、サービス担当者会議、利
用者の合意を得たうえでケアプランに位置づけし、記録を残してください。
☆サービスの見直し時期（介護認定・短期目標更新、生活援助に変更があった場合等）
に再検討のうえ、継続の必要があれば再度届出をしてください。
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同居家族にやむを得ない事情がありますか？
（「日中独居」や「仕事が忙しい」だけではやむを得な
い事情となりません。夜間や休日等、家族が在宅して
いる時間帯において対応できる行為については生活
援助の対象とならず、家族が不在の時にどうしても
サービスを受けないと支障がある場合に認められるも
のです。）


